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Ⅰ 実施計画の概要 

 

 

１ 実施計画の内容 

 市では、更なる行財政改革を進める新たな指針として、平成２３年４月に「第二

次八代市行財政改革大綱」（以下「大綱」という。）を策定し、「市民と市が一緒に

つくるまちを目指して『一歩前へ』」を基本方針に掲げ、その実現に向けて不断の

行財政改革を推進することとしています。 

 この「第二次八代市行財政改革実施計画」（以下「実施計画」という。）は、大綱

の体系ごとに、１８６の取組項目とそのスケジュール等を盛り込んだもので、大綱

を実現するため、「何を」、「いつ」、「どのように実施するのか」について、個別具

体的に記載しています。 

 なお、１８６の取組項目のうち、６７項目は、実施計画の策定にあたり、職員の

意識改革の一環として行なった職員提案の中から採用されたものであり、また、 

１０５項目は、継続した改革の必要性から、第一次実施計画を引き継いだものです 

 

【体系図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二次行財政改革大綱 

基本方針 

改革の柱１ 改革の柱２ 改革の柱３ 

戦略１ 戦略２ 戦略３ 戦略４ 戦略５ 

実施計画 

個別・具体的な取組項目（１８６項目） 

重点項目 重点項目 重点項目 重点項目 重点項目 
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Ⅰ 実施計画の概要 

 

 

２ 行財政改革の目標 

  大綱に基づき、限りある行政資源を効率的に活用する「質的改革」に重点を置

くとともに、市民の目線を取り入れながら、改革を推し進めます。そのため、市

民と市が一緒につくるまちを目指して「一歩前へ」踏み出し、持続可能で自立し

た基礎自治体を運営していけるよう、大綱が目指す次の事項を実施計画に掲げる

行財政改革の目標とします。 

 

目 

標 

改革の柱１ 行政運営力の向上 －行財政運営の改革－ 

改革の柱２ 組織力の向上 －組織人財の改革－ 

改革の柱３ 地域力の向上 －市民協働の推進－ 

 

 

３ 目標値・成果と効果額 

この実施計画では、行財政改革が市民に分かりやすく実効性の高いものとなる

よう取組項目ごとに、「目標値・成果」を設定するとともに、取組項目のうち、

効果額が算出可能なものについては、目標効果額を定め、より積極的に取り組み

ます。 

（１）歳入増加見込額 
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H23 H24 H25 H26 H27

歳出の見直し

新たな収入の検討

自主財源の確保

アウトソーシングの積極的な活用

（単位：万円）

H23 H24 H25 H26 H27 計

アウトソーシングの積極的な活用 0 0 5,800 1,470 0 7,270
自主財源の確保 8,140 10,270 10,860 10,820 10,830 50,920

新たな収入の検討 100 100 190 220 220 830

歳出の見直し 1,500 3,000 4,500 6,000 7,500 22,500

9,740 13,370 21,350 18,510 18,550 81,520【　合　計　】

財政戦略

戦略 重点項目
歳入増加見込額（単年度）

行政戦略
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Ⅰ 実施計画の概要 

 

 

（２）歳出削減見込額 

 

 

 

 

 

 

＊実施計画の取組内容のスケジュール等 

 

 <取組内容の見方> 

（１）取組内容の右上欄は、行財政改革の目標である改革の柱を記載しています。 

 

（２）「実施スケジュール」欄の記号の意味は、次のとおりです。 

記号 意 味 記号 意 味 

△ 調査、検討、準備の場合 ○ 一部実施、試行の場合 

◎ 実施、達成、終了の場合 ⇒ 実施後、引き続き推進の場合 

→ 実施計画前から継続して推進する場合 

 

 

1,220 1,470
2,420

3,210 3,350

9,100
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9,100
6,300

4,200

60
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70
800

1,220

1,830

1,830

0

2,000
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8,000

10,000

12,000

14,000

H23 H24 H25 H26 H27

歳出の見直し

定員管理の適正化

アウトソーシングの積極的な活用

事務事業の見直し

（単位：万円）

H23 H24 H25 H26 H27 計

事務事業の見直し 0 800 1,220 1,830 1,830 5,680
アウトソーシングの積極的な活用 60 0 70 0 70 200

定員管理の適正化 9,100 6,300 9,100 6,300 4,200 35,000

歳出の見直し 1,220 1,470 2,420 3,210 3,350 11,670

10,380 8,570 12,810 11,340 9,450 52,550【  合  計  】

行政戦略

財政戦略

戦略 重点項目
歳出削減見込額（累計）



改革の柱1 行政運営力の向上　戦略1 行政戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

行政戦略【効率的・効果的な事業運営と市民サービスの向上】

①トップマネジメント機能の強化

1 △ ○ ◎ ⇒ ⇒ 戦略的な市政運営の確立

2 → → → → →
円滑かつ効率的な行政事務
の執行の確保

②部の機能、役割の強化

1 △ ○ ○ ◎
意思決定の迅速化、職員の
部内における流動的活用

● ●

2 ○ ○ ○ ○ ○ 部の経営管理能力の強化 ● ●

3 ○ ◎ ⇒ ⇒ 部内の企画調整力の強化

4 ○ ◎ ⇒ ⇒ ⇒
意思決定の迅速化と事務処
理の効率化

● ●

5 △ △ ○ ◎
効率的・効果的な業務執行
と挑戦できる人財の育成

●

③行政評価システムの定着

1 ○ ◎ ⇒ ⇒
効率的・効果的な行政運営
の確立

● ●

2 → → → → →
効率的・効果的な行政運営
の確立

●

3

ア △ ○ ◎ ⇒ ⇒ 総合計画進捗管理への活用 ●

イ ○ ◎ ⇒ ⇒ 予算編成への活用 ● ●

ウ ○ ◎ ⇒ ⇒ 人員配置への活用

行政評価結果の
活用

人員配置 人財育成課

総合計画の
進捗管理

行政評価の結果を総合計画
の進捗管理に活用する。

行政改革課

行政改革課

行政評価の結果を人員配置
に活用する。

一次
継承

実施スケジュール（年度）
（いつまでに）

コストや費用対効果、事業
の優先順位といった経営の
視点による事業精査等を行
い、迅速で円滑な行政経営
を目指す。

企画政策課
財政課

財政課

行政改革課

部内調整担当
課

市長をトップとする戦略的な市政運営を実現するために、適切な施策の選択と実施を目指す、トップマネジメント機能の充実強化を図ります。

行政改革課

職員
提案

部の経営管理能力を強化するため、部内における弾力的な職員配置や予算配分の実施、内部管理業務の集約化などを推進し、経営効率の向上及び経
営効果の増大を図ります。また、市長のトップマネジメントのサポートや組織目標の明確化、部内主要施策の進行管理に取り組みます。

市民の視点に立った成果重視の自治体経営を進めるため、行政評価システムの定着を図り、その成果を経営戦略に反映させ、予算や人員などの最適
配分に活用します。

行政資源の有効活用を図る
ために、｢必要性｣｢有効性｣
｢効率性｣の観点から、事務
事業の検証・評価を行う。

行政評価の結果に基づき各
部・各課において予算の調
整を行う体制を構築し、予
算の枠配分方式を導入す
る。

人財育成課
財政課

人財育成課

部内調整担当
課

行政改革課

行政改革課

行政改革課

目標値・成果

部次長等企画調
整連絡会議の開
催

庁内分権の推進
部内の予算配分・人員配
置・組織再編等の権限を部
長に付与する。

企画政策課

企画政策課

関連課所管課

財政課

部への権限移譲を行うため
部内調整担当課の機能を強
化する。

目標管理制度の
導入

部・課長自らの業務目標を
設定し、その進捗や実行を
各人が自ら主体的に管理・
評価し、もって業務を効果
的かつ効率的に行う。

行政改革課

部内企画会議の
開催

部内の施策・事務事業の総
合調整・進行管理・整理統
合等を行い、効率的・効果
的な事業展開を図る。

企画政策課

予算編成

事業仕分け（外
部評価）の実施

市民の視点による事務事業
の評価・見直し、再編整理
を行う

行政評価の導
入・定着

事務決裁規程の
見直し

部、課等の現場への権限と
責任の委譲を推進するた
め、予算執行専決区分を見
直す。

各部局間の総合調整による
円滑かつ効率的な行政事務
の執行を確保するため、市
政の企画及び調整に関する
事項等を協議する。

部内調整担当課
の充実

行政改革課

戦
略

重
点
項
目

取組項目

企画政策課

具体的な取組内容

政策会議の効果
的な運営

行政改革課
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[△]:調査、検討、準備　　[○]:一部実施、試行　　[◎]:実施、達成、終了　　[⇒]:実施後、引き続き推進　　[→]:計画前から継続して推進



改革の柱1 行政運営力の向上　戦略1 行政戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

一次
継承

実施スケジュール（年度）
（いつまでに） 職員

提案
目標値・成果関連課所管課

戦
略

重
点
項
目

取組項目 具体的な取組内容

4 △ ◎ ⇒ ⇒ ⇒
指定管理者への指導・監督
の強化及び選定時の優遇措
置等の導入

④事務改善の実施

1 △ △ △ ◎ ⇒
職員の問題意識向上、事務
の効率化、市民サービスの
向上

● ●

2 → → → → → 全ての係による改善運動 ●

3 → → → → →
迅速かつ適切な事務処理、
事務引き継ぎの円滑化

● ●

⑤事務事業の見直し

1 → → → → →
市民サービスの向上と職員
の政策形成能力の開発

2

ア △ ◎
事務量の軽減
歳出削減見込額
合計：2,960万円

● ●

イ ○ ○ ○ ◎
事務量の軽減
歳出削減見込額
合計：20万円

●

ウ △ △ ◎ 施設の適切な活用 ●

エ △ △ △ ◎
事務量の軽減
歳出削減見込額
合計：800万円

● ●

3 ○ ◎ ⇒ ⇒ 効果的な事務運営の確立 ●

4 △ △ △ △ △ 事務量の軽減 ●

5

ア △ △ △ △ △ 事務量の軽減 ● ●

イ △ △ ◎ 事務量の軽減 ● ●

荒瀬ダム
ボートハウ
ス

中央市営駐
車場

施設内における
システム化

４館（サンライフ八代、働
く婦人の家、勤労青少年
ホーム、勤労福祉会館）の
統合を含めて検討する。

文化まちづく
り課

商工振興課

情報政策課

農業生産流通
課

ゼロ予算事業の
推進

全課

関係課

勤労福祉施
設

施設の見直し

関係課

市の行うべき範囲を見直
し、団体の自主運営を推進
する。

球磨川感謝
祈年祭事務
局

全課（全職員）

直面する課題に対する現状
と問題点について、全職員
を対象とした改善策の提案
募集を制度化する。

契約検査課
共同化に向けて手続き方
法、様式等について検討す
る。

事務事業の改善に取り組
み、その情報を職員で共有
することにより、より良い
行政サービスの提供ができ
るように努める。

行政改革課

マニュアルに基づいたモニ
タリング・評価を実施し、
指定管理者の施設の管理運
営状況等の評価を行う。

行政改革課

いきいきスポー
ツ課

防災安全課

事務処理内容のマニュアル
化を推進する。

市の行うべき範囲を見直
し、団体の自主運営を推進
する。

農業生産流通
課

食肉センター、食肉流通施
設を廃止する。

行政改革課

施設の用途変更を検討す
る。

行政改革課

事務処理マニュ
アルの作成

事務事業を電算化すること
により収集及び搬入量から
最終処分量までのラインを
一元化する。

食肉関係施
設

職員から事務改善の提案を求めることにより、職員の問題意識の向上や事務の効率化を図るとともに、市民サービスの向上につなげます。

行政改革課

一係一改善運動
の実施

指定管理者モニ
タリング・評価
制度の導入

本市の人財や施設、情報、
ネットワークを活用し、新
たな予算を伴わずに事業を
実施する。

職員提案制度の
実施

事務事業の見直しに当たっては、行政評価により事務事業の成果や効率性を常に確認するとともに、上位施策への貢献度や優先順位を検証し、整
理・統合を進めます。

全課

管理の無人化や廃止を含め
た検討を実施する。

建設工事の競争
入札参加者資格
審査申請の共同
化

体育協会事
務局

各種団体の自主
運営の推進

ごみ対策課

いきいきスポー
ツ課

- 5 -

[△]:調査、検討、準備　　[○]:一部実施、試行　　[◎]:実施、達成、終了　　[⇒]:実施後、引き続き推進　　[→]:計画前から継続して推進



改革の柱1 行政運営力の向上　戦略1 行政戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

一次
継承

実施スケジュール（年度）
（いつまでに） 職員

提案
目標値・成果関連課所管課

戦
略

重
点
項
目

取組項目 具体的な取組内容

6 △ ◎
指定管理者制度の適正な運
用

7 △ ◎ ⇒ ⇒ ⇒

第三セクター及び外郭団体
の経営改善、自立性の確立
及び統廃合並びに情報公開
の充実

●

8

ア △ △
選挙事務の効率化・人件費
削減

イ △ ◎
選挙事務の効率化・人件費
削減

9 △ △
選挙事務の効率化・人件費
削減

●

10 ○ ○ ◎
歳出削減見込額
合計：1,900万円

⑥アウトソーシングの積極的な活用

1 △ ◎
アウトソーシング(民間委託
化及び民営化等)計画の策定

2 △ ○ ○
市民サービスの向上と事務
の効率化

3 △ ○ ○ ○
市民サービスの向上と事務
の効率化

●

4

ア △ △ ○ ○
市民サービスの向上と事務の
効率化、地域活性化

● ●

イ △ ◎ ⇒ ⇒ ⇒
市民サービスの向上と事務
の効率化

●

5 △ ○ ○ ○
民間の資金・経営能力・技
術的能力の活用

● ●

関係課

職員削減後においても市民
サービスを維持するため、
住民票交付窓口業務をはじ
めとする窓口業務(受付・
交付)を民間委託する。

行政改革課 関係課

農業委員会
委員選挙

行政改革課

関係課

民営化等推進事
業（八代市版市
場化テスト）の
範囲拡大

事務事業民間委
託方針の実施

市場化テストの対象を現行
の施設管理から事務事業に
範囲を拡大する。また、民
間事業者等からの提案制度
創設の検討を行う

事務事業民間委
託方針の策定

アウトソーシング（民間委
託化及び民営化等）推進計
画を策定する。

窓口業務(受
付・交付)

上記計画に基づき、民間委
託を積極的に推進する。

先進地事例を検証し、導入
事業・ＰＦＩ基本方針等を
検討する。

窓口業務の民間
委託等の推進

図書館本
館・分館

開館日数の増加、窓口業務
の充実、読書活動の推進
等、市民サービスのさらな
る向上を効率的に実現する
ため、ボランティア活動の
拡充や段階的な民間活力の
活用を図る。

企画政策課

行政改革課

期日前投票制度の周知・活
用を図りながら、選挙当日
の投票所閉鎖時間の繰り上
げを行う。

選挙管理委員
会事務局

財政課

ＰＦＩ等導入事
業の検討

期日前投票制度の周知・活
用を図りながら、選挙事務
の効率化と投票環境の整備
を図るために投票区(所)の
整理統合を行う。

選挙管理委員
会事務局

期日前投票制度の周知・活
用を図りながら、選挙事務
の効率化と投票環境の整備
を図るために投票区(所)の
整理統合を行う。

投票時間の見直
し

行政改革課

公民連携の考え方により従来は行政が直接行なっていた事業へ新たに民間事業者が参入する機会が広がり、更にＮＰＯや市民団体など事業の受け皿
となる団体も幅広くなっています。そのことから、公・民が一緒に事業を行うことで効率的で質の高いサービスを提供することができる分野には、
地域経済の活性化、地元での新たな雇用の確保などにも重点を置きながら、積極的に民間のノウハウの導入を進めます。

電話交換手の廃
止

国政、県
政、市政選
挙

選挙管理委員
会事務局

本格導入より５年以上が経
過した指定管理者制度の、
より適正な制度運用を図る
ためのガイドラインを作成
する。

第三セクター等
の見直し

第三セクター及び外郭団体
等に関する新たな指針を策
定し、経営改善や必要に応
じた統廃合を検討する。

行政改革課

図書館

平成２４年度から３年を目
途に電話交換手を廃止す
る。

投票区(所)の見
直し

指定管理者制度
の運用ガイドラ
インの作成

行政改革課
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[△]:調査、検討、準備　　[○]:一部実施、試行　　[◎]:実施、達成、終了　　[⇒]:実施後、引き続き推進　　[→]:計画前から継続して推進



改革の柱1 行政運営力の向上　戦略1 行政戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

一次
継承

実施スケジュール（年度）
（いつまでに） 職員

提案
目標値・成果関連課所管課

戦
略

重
点
項
目

取組項目 具体的な取組内容

6

ア △ △
市民サービスの向上と事務
の効率化

● ●

イ △ △ △ ○ ○
市民サービスの向上と事務
の効率化

●

ウ △ ◎ ⇒ ⇒ ⇒
市民サービスの向上と事務
の効率化

● ●

エ △ △
市民サービスの向上と事務
の効率化

● ●

オ △ △ ◎ ⇒ ⇒
市民サービスの向上と事務
の効率化

7 △ △ ○ ○ ○

市民サービスの向上と売却
による収入の増加
歳入増加見込額
合計：7,270万円

● ●

8 △ △ ◎ 施設管理費の軽減

9 △ △ ○ ○
市民サービスの向上と事務の
効率化、地域活性化

10 △ ○ ○ ○
市民サービスの向上と事務
の効率化

●

11 △ △ 歳出の削減、地域活性化 ●

12 △ △ △ ◎
未実施の共同調理場につい
て実施

● ●

13 → → → → →

選挙に関する意識の向上、
地域活性化
歳出削減見込額
合計：200万円

● ●

イベント等の開催時における
運営補助としての応援職員
の派遣を、業務内容を検証
し、積極的に民間委託へ切り
替える。

養護老人ホーム
「八代市立保寿
寮」の民間譲渡

平成23年度から25年度ま
で、八代市社会福祉事業団
を指定管理者として管理運
営を委託し、平成26年度か
ら建物は無償譲渡、土地は
有償貸与を予定する。

行政改革課

保育所民営化等計画を策定
し、当該計画に基づき民営
化等を推進する。

長寿支援課

イベント時の民間
委託の推進

市立保育所の民
営化等

こども未来課

効果的・効率的な施設運営
や業務のあり方・官民の役
割分担を見直す中で指定管
理者制度導入等の民間委託
の検討を行う。

建築住宅課

環境課

効果的・効率的な施設運営
や業務のあり方・官民の役
割分担を見直す中で指定管
理者制度導入等の民間委託
の検討を行う。

指定管理者制度
等の推進

関係課

観光振興課

投・開票事務の
市民従事の推進

市民従事の活用により、投
票率の向上・歳出削減を図
る。

広報広聴課

給食調理業務の
民間委託等の推
進

学校給食調理業務の民間委
託等を推進する。

選挙管理委員
会事務局

ＣＡＴＶの民間
委託

教育総務課

効果的・効率的な施設運営
や業務のあり方・官民の役
割分担を見直す中で指定管
理者制度導入等の民間委託
の検討を行う。

泉支所総務振
興課

斎場

土壌分析業務をJAやつしろ
へ委託する。

農業政策課

社会体育施
設

効果的・効率的な施設運営
や業務のあり方・官民の役
割分担を見直す中で指定管
理者制度導入等の民間委託
及び市民協働の方策の検討
を行う。

文化まちづくり
課

効果的・効率的な施設運営
や業務のあり方・官民の役
割分担を見直す中で指定管
理者制度導入等の民間委託
の検討を行う。

いきいきスポー
ツ課

効果的・効率的な施設運営
や業務のあり方を見直す中
で民間委託の検討を行う。

五家荘観光
施設

厚生会館・
文化セン
ター

土壌分析業務の
民間委託等の推
進

市営住宅
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[△]:調査、検討、準備　　[○]:一部実施、試行　　[◎]:実施、達成、終了　　[⇒]:実施後、引き続き推進　　[→]:計画前から継続して推進



改革の柱1 行政運営力の向上　戦略1 行政戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

一次
継承

実施スケジュール（年度）
（いつまでに） 職員

提案
目標値・成果関連課所管課

戦
略

重
点
項
目

取組項目 具体的な取組内容

⑦定員管理の適正化

1 → → → → →

職員数の推移
　H17.4.1：1,330人
　H23.4.1：1,124人(206人削減)
目標削減数
　H27.4.1：1,080人以下
　（5年間で50人程度削減）
歳出削減見込額
　合計：35,000万円

●

2

ア → → → → →
定員管理の適正化、事務処理
の効率化、人財の有効活用

●

イ → → → → →
定員管理の適正化、事務処
理の効率化、人財の有効活
用

● ●

ウ △ ◎ ⇒ ⇒
定員管理の適正化、事務処
理の効率化、人財の有効活
用

●

3 → → → → → 職員の適正な人員配置 ● ●

⑧窓口サービスの充実

1 → → → → → 市民サービスの向上 ●

2 → → → → → 市民サービスの向上 ● ●

3 △ △ 市民の利便性の向上 ● ●

4 ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 市民の利便性の向上

5 △ ◎ ⇒
市民の利便性の向上と窓口
対応時間の短縮

6 △ △
市民サービスの向上と平日
の窓口混雑の解消

● ●

7 △ ◎ ⇒ ⇒ ⇒ 市民の利便性の向上 ● ●

8 △ △ ◎ ⇒ ⇒
手続きの透明性の確保（情
報公開）、業務改善、市民
サービス向上

9 △ △ ◎ ⇒ ⇒ 市民サービスの向上 ●

全課

接遇能力の向上
市民満足度向上のための接
遇研修を実施及び上司によ
る指導を徹底する。

人財育成課 全課

行政改革課
関係課

行政改革課

郵便局やコンビニ等での証
明業務の代行について調
査・検討する。

市民課

サービス産業である行政（市役所は市民のお役に立つ所）を市民目線で運営し、各種手続きの簡素化、迅速化、制度の利便性の向上や待ち時間の短
縮など、顧客満足度を高めるための取り組みを行います。
また、職員の接遇能力を向上させるとともに、市民（お客様）に親しまれ、信頼される明るい市役所づくりを実現するため、その基本となるあいさ
つの励行に取り組みます。

関係課

関係課

市民税課

笑顔deあいさつ
日本一運動の推
進

これまでの「あいさつ日本
一運動」から更に一歩踏み
出し、「笑顔deあいさつ日
本一運動」を推進する。

全課

再任用、期限付任用の積極
的な活用を図る。

人財育成課

行政改革課

休日窓口サービ
スの検討

証明書発行業務
窓口の拡大

ＦＡＱの整備・
活用

よくある質問と回答（ＦＡ
Ｑ）を整備し共有化するこ
とにより、問合せ等への対
応の迅速化を図る。

インターネットで予約がで
きるシステムを導入する。

いきいきスポー
ツ課

転入・転出の多い時期等の
市民ニーズの高い業務につ
いて、休日に開庁し受付を
行うことを検討する。

市民活動支援
課

窓口業務の簡素
化

様式や取扱い、運用の見直
しとマニュアル化を図る。

パスポートの申
請受付・交付

県事務の移譲により、パス
ポートの申請受付・交付を
可能とする。

市民課

電子入札の導入
透明性、効率性を高めるた
め電子入札システムを導入
する。

契約検査課

総合体育館予約
管理システム導
入

非常勤職員
等の有効活
用

人財育成課

非常勤職員等の活用とアウ
トソーシングの活用による
業務量に応じた人員配置を
実施する。

人財育成課

職員の適正な人
員配置

緊急的又は臨時的な業務及
びアウトソーシングにそぐ
わない業務について、積極
的に臨時職員、非常勤職員
の活用を図る。

臨時職員の
任用等の見
直し

職務に適した臨時職員のス
ムーズな任用が出来るよ
う、確保のあり方等を検討
する。

人財育成課

人財育成課

今後も業務の民間委託や非常勤職員等の活用、事務の効率化等を進めるとともに、重点的・戦略的な職員配置を行い、これまで以上に効率的な市役
所（事業を執行する集団から政策機能を果たすための集団）に変身するため、中長期的視点に立った定員管理の適正化に取り組みます。

全課

定員管理の中長
期的計画の推進

国で検討されている定年延
長の動向を踏まえ、計画的
な職員採用や勧奨退職を促
進し、定員の適正化を推進
する。

人財育成課

非常勤職員等の
活用

再任用職員等
の活用
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[△]:調査、検討、準備　　[○]:一部実施、試行　　[◎]:実施、達成、終了　　[⇒]:実施後、引き続き推進　　[→]:計画前から継続して推進



改革の柱1 行政運営力の向上　戦略2 財政戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

財政戦略【歳入・歳出の見直しによる財政の健全化】

①基金の増額

1 → → → → →
毎年度の決算余剰金額に応
じた可能な額の積立

2 → → → → →
毎年度の決算余剰金額に応
じた可能な額の積立

②市債の抑制

1 → → → → →
元金償還額を超えない市債
の借入

2 → → → → →
市債借入制限の設定と毎年
度の決算余剰金額に応じた
市債残高の削減

●

③自主財源の確保

1 → → → → →

収納率の向上・未収金の解
消
平成２７年度目標
市税現年度：９８％
国保税現年度：９３％

● ●

2 △ ◎
収納率の向上・未収金の解
消

3 → → → → →
収納率の向上・未収金の解
消

●

4 → → → → →
収納率の向上・未収金の解
消

● ●

5 → → → → →
収納率の向上・未収金の解
消

●

6 △ △ △ △ ◎ 納税者の利便性向上 ● ●

7 △ △ △ △
収納率の向上・未収金の解
消

●

8 → → → → →
収納率の向上・未収金の解
消
平成２７年度目標９０％

● ●

戦
略

重
点
項
目

取組項目 関連課

市有施設整備基
金の増額

建築住宅課

実施スケジュール（年度）
（いつまでに）具体的な取組内容

将来予定されている大型建
設事業に対処するため、一
般会計における基金積立額
を増額する。

財政課

所管課

将来への負担を尐しでも軽減するため、市債のうち事業に係る借入は、その元金償還額を上回らないよう借入し、借入残高を減らすことを目指しま
す。

目標値・成果

財政調整基金の
増額

地方交付税の算定替措置に
対処するため、一般会計に
おける基金積立額を増額す
る。

財政課

財政課

将来への負担軽減のため、
国の施策に基づく赤字補て
ん債も含めた市債残高を削
減する。

市債借入制限の
設定

市債のうち事業に係る借入
は、公債費の元金償還額を
上回らないようする。

財政課

市の収入にあたる歳入については、特に自主財源の確保が重要課題です。市税の公平・公正の観点から滞納整理を強化しつつ、効率的かつ計画的な
税収確保に努めます。また、保育料、住宅使用料等の収納率向上に努めるとともに、広告料収入など自主財源の確保に努めます。
そのため、今後は更に関係団体との連携を図るとともに、市民の納税等に対する理解を高めていきます。

公金徴収の一元
化

差押等滞納処分
の推進

早期滞納整理の徹底を図
る。そのために職員研修の
充実、不動産公売を実施、
捜索の継続的実施、業務体
系別グループ制の導入など
効率的滞納整理体制の確立
に取組む。

納税課

職員
提案

将来予想される様々な危惧に対処するための準備として、計画期間内に一般会計における基金積立額の増額を目指します。

公債費の縮減

滞納整理計画の
策定

夜間徴収や催告状の発送な
どにより収納率の向上を図
り、利用者の公平負担と事
業の安定運営を確保する。

市営住宅使用料
の徴収率向上

行政改革課
関係課

税以外の公金について、徴
収体制の一元化を図り、公
金の徴収体制の強化を図
る。

納税課

一次
継承

納期内納税の促
進・強化

数年先を見据えた滞納整理
計画の策定とその数値目標
の達成及び滞納整理方法の
実践のための滞納整理スケ
ジュールの作成に取組む。

納税課

納付催告、納税相談、滞納
整理の各機会をとらえ、ま
た、各種情報媒体を用い、
口座振替の推進を行う等、
納期内納税の促進を強化す
る。

滞納整理に係る
関係機関との連
携

課税担当課や他市町村との
連携を図るとともに、先進
地の情報を収集に努め、滞
納整理手法や体制の整備を
図る。

納税課

納税課

インターネット
公売の実施

インターネット公売を継続
して実施する。

納税課

税のコンビニ納
付の実施

税のコンビニエンスストア
での納付を実施する。

納税課 関係課
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[△]:調査、検討、準備　　[○]:一部実施、試行　　[◎]:実施、達成、終了　　[⇒]:実施後、引き続き推進　　[→]計画前から:継続して推進



改革の柱1 行政運営力の向上　戦略2 財政戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

戦
略

重
点
項
目

取組項目 関連課

実施スケジュール（年度）
（いつまでに）具体的な取組内容 所管課 目標値・成果

職員
提案

一次
継承

9

ア △ ◎ ⇒ ⇒ ⇒
使用料等の見直し
歳入増加見込額
合計：5,600万円

●

イ △ △ ◎ ⇒ ⇒ 使用料等の見直し ● ●

ウ △ △ △ △ 使用料の徴収 ● ●

エ △ △ ○ ◎ 使用料等の見直し ● ●

オ ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
使用料等の見直し
歳入増加見込額
合計：25,000万円

● ●

カ ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
使用料等の見直し
歳入増加見込額
合計：2,800万円

● ●

キ ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
使用料等の見直し
歳入増加見込額
合計：2,100万円

● ●

ク △ ○ ○ ○ ○ 使用料等の見直し ● ●

ケ △ △ ○ ○ ○
使用料等の見直し
歳入増加見込額
合計：60万円

● ●

コ △ △ ○
使用料等の見直し
歳入増加見込額
合計：10万円

10 → → → → →
広告収入の確保、地域活性
化

● ●

11 → → → → → 管理費の軽減と収入の増加 ● ●

12 → → → → →
歳入増加見込額
合計：14,400万円

●

13 → → → → →
定住促進
歳入増加見込額
合計：950万円

14 △ △ ◎ ⇒ ⇒ 収入の増加 ● ●

農業集落排
水処理施設
使用料

下水道総務課

浄化槽使用
料

適正な受益者負担と事業の
安定運営を確保するため、
定期的に見直しを行う。

下水道総務課

振興セン
ターいずみ
施設使用料

適正な受益者負担と事業の
安定運営を確保するため、
定期的に見直しを行う。

適正な受益者負担と事業の
安定運営を確保するため、
定期的に見直しを行う。

環境課

坂本支所総務
振興課
東陽支所総務
振興課
泉支所総務振
興課

斎場使用料
適正な受益者負担と事業の
安定運営を確保するため、
定期的に見直しを行う。

下水道使用
料

適正な受益者負担と事業の
安定運営を確保するため、
定期的に見直しを行う。

下水道総務課

企画政策課

環境課

行政改革課

総合体育館にお
ける大会、イベ
ント時の物販ス
ペースの設置許
可に係る使用料
収入の確保

いきいきスポー
ツ課

宅地分譲の促進

使用料設定などの基準を確
定し、利用関係者との協議
を行い実施する。

八千把地区土地区画整理事
業に伴う保留地の売却を促
進する。

公民館、社
会教育施設
（八竜天文
台、さかも
と青尐年セ
ンター、社
会教育セン
ター、赤星
公園）使用
料

体育施設使
用料

ケーブルテ
レビ利用料

適正な受益者負担と事業の
安定運営を確保するため、
定期的に見直しを行う。

広報広聴課

浄化槽汚泥
処理施設・
衛生処理セ
ンター使用
料

広告事業の推進
市ホームページ、市報等の
市有財産及び印刷物への有
料広告掲載を推進する。

保留地の売却促
進

区画整理課

教育総務課

売却可能資産の
処分促進

地域の実情に沿った利活用
が見込めない財産につい
て、積極的に売却するなど
有効活用を図る。

財政課

適正な受益者負担と事業の
安定運営を確保するため、
使用料の徴収を検討する。

適正な受益者負担の確保を
図るため、使用料を見直
す。

生涯学習課

使用料等の適正
な金額への見直
し

学校体育施
設使用料

適正な受益者負担の確保を
図るため、使用料減免を見
直す。

いきいきスポー
ツ課

関係課

用地課
市が保有する分譲宅地の販
売を促進する。

生涯学習課
適正な受益者負担と事業の
安定運営を確保するため、
定期的に見直を行う。

教育総務課

泉支所総務振
興課
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改革の柱1 行政運営力の向上　戦略2 財政戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

戦
略

重
点
項
目

取組項目 関連課

実施スケジュール（年度）
（いつまでに）具体的な取組内容 所管課 目標値・成果

職員
提案

一次
継承

④市有財産の有効活用

1 → → → → →
地域活性化、空きスペース
の有効活用

● ●

2 → → → → →
地域活性化、空きスペース
の有効活用

● ●

⑤新たな収入の検討

1 → → → → →
特産品等の認知度向上・販
路拡大

2 → → → → → 地域経済の発展

3 → → → → → 税収の増加 ●

4 → → → → → 税収の増加 ●

5 → → → → →
歳入増加見込額
合計：500万円

6 → → → → → 利子収入の安定確保

7 △ △ ○ ○ ○

広告収入の確保、地域活性
化、企業の広告効果や社会
貢献
歳入増加見込額
合計：240万円

● ●

8 △ △ ◎ ⇒ ⇒
歳入増加見込額
合計：90万円

● ●

⑥歳出の見直し

1 ○ ◎
過大な事業計画の計上を抑
制

●

2 → → → → →
透明性・競争性の確保、歳
出削減

●入札制度の検討

一般競争入札の拡大及び総
合評価方式の試行による、
より公正で競争性を高めた
入札を実施する。

契約検査課

支所庁舎等の有
効活用

支所総務振興
課

各支所の空きスペース等を
有効利用する。

財政課

廃校等の空きスペースを有
効利用する。

教育施設課

関係課

関係課廃校の活用

定期航路の新規開設と増便
等、八代港における貿易活
動の拡大・利用促進を図
る。

重点港湾八代
港営業隊

特産品等の振興

関係者との一体的な取組み
により、販路拡大と販売促
進、ブランドの育成などを
図る。

八代ブランドご
ろよか課

ふるさと納税の
推進

本市を積極的にＰＲするな
ど、市を応援したくなる環
境づくりを工夫し、ふるさ
と納税を増やす。

財政課

中長期財政計画
の策定

歳入（市税、交付税等）・
歳出（人件費、扶助費、普
通建設事業費、公債費等）
の中長期的な見込みを示
し、健全な財政運営を図
る。

運用資金による
利子収入の確保

定住化の促進

公営住宅分譲地における定
住支度金制度や固定資産税
の軽減、子育て支援等によ
る定住化を促進する。

企画政策課

重点港湾八代港
の振興

広告事業の拡大

公の施設に愛称などとして
企業（団体）名などをつけ
るネーミングライツや庁舎
玄関マット・公用車・庁舎
内壁面・図書貸出票等につ
いて、広告を募集する。

行政改革課

これまでの行財政改革は、職員数の削減や事務事業の縮小・統廃合など市の歳出抑制が中心でしたが、今後は、市の基幹産業や豊かな自然等の魅力
を全面に打ち出し、市民・企業の所得や市の歳入の増加につながるような施策も必要になります。市の将来について明るい展望が持てるよう歳入を
増やす効果的な改革策を推進します。

財政課

職員駐車場を有料化する。

資金の安全性の確保を図
り、併せて資金の効率的な
運用を行うことにより、利
子収入を確保する。

関係課

土地や施設の空きスペースについては、地域の活性化や尐子高齢化対策等につながる活用方法の検討を進めます。

人財育成課
教育総務課
行政改革課
関係課

地場企業の振興

財政課

事務事業の見直しを行うとともに、市全体における行政サービスの向上、将来的なコスト等に着目し、民間活力の活用を図ります。

職員駐車場の有
料化

財政課

会計課

企業振興促進条例による奨
励措置や中小企業人材育成
支援事業等の施策によっ
て、地場企業の振興を図
る｡

商工振興課
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改革の柱1 行政運営力の向上　戦略2 財政戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

戦
略

重
点
項
目

取組項目 関連課

実施スケジュール（年度）
（いつまでに）具体的な取組内容 所管課 目標値・成果

職員
提案

一次
継承

3 → → → → →
透明性・競争性の確保、歳
出削減

4 △ ◎ ⇒ ⇒ ⇒ 市民の理解の確保 ●

5 → → → → →
交際費の縮減
歳出削減見込額
合計：120万円

6 △ ◎ ⇒ ⇒
市民の理解の確保
歳出削減見込額
合計：3,670万円

7 ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒
市民の理解の確保
歳出削減見込額
合計：1,840万円

8

ア → → → → →
適正な給与水準と給与制度
の確保

●

イ → → → → →
時間外勤務の適正な運用、
職員の公務能率の向上と心
身の健康の維持

● ●

ウ → → → → → 旅費の抑制 ● ●

エ → → → → → 特殊勤務手当の抑制 ● ●

9

ア → → → → →

平成２７年度目標
口座振替率：８０％
収納率：９６％
水洗化率：８０％
歳入増加見込額
合計：22,500万円

●

イ → → → → → 単価・工法の見直し ●

ウ → → → → → 維持管理の効率化 ●

議会事務局

民間委託
年々増加する下水道施設の
運転管理・点検・清掃の民
間委託を推進する。

下水道建設課

収益増加

経費節減

単価や工法の継続的見直し
により、建設事業費の節減
及び維持管理費の抑制を図
る。

下水道建設課

下水道使用料の見直し・収
納率向上、水洗化促進の強
化を図り、利用者の公平負
担と事業の安定運営を確保
する。

下水道総務課

中期経営計画に
基づく経営改善
（公共下水道事
業）

議員定数の適正
化

社会経済情勢や他自治体の
状況等を参考に、議員定数
の適正化のための協議を進
める。

人財育成課

議会事務局

関係課

市長交際費の削
減

社会経済情勢や他自治体の
状況等を参考に、当初予算
に計上する額を一定額削減
する。

給与制度の
適正化

民間給与の適切な反映、年
功的な給与上昇の抑制、勤
務実績の給与への反映等に
よる給与の適正化を進め
る。

定額支給から実費支給へ見
直す。

時間外勤務
の適正化

必要性、緊急性を精査した
上での時間外勤務の適正な
運用を推進する。

随意契約の見直
し

議員に係る旅費
の見直し

社会経済情勢や他自治体の
状況等を参考に、委員会視
察旅費及び会議出席費用弁
償の金額見直しを行うため
の協議を進める。

人財育成課

内容を十分精査し、真に随
意契約の要件に該当するも
のを除き、競争入札等に移
行する。

特別職報酬等の
見直し

他自治体の報酬額等の動
向・職務の特殊性や責任の
度合い等を勘案して、業務
に見合った適正な報酬とな
るよう見直しを行う。

人財育成課

旅費の見直
し

特殊勤務手
当の見直し

人件費の抑制

全課

秘書課

人財育成課

特殊勤務手当の必要性を検
討する。

人財育成課 関係課

契約検査課
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改革の柱1 行政運営力の向上　戦略2 財政戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

戦
略

重
点
項
目

取組項目 関連課

実施スケジュール（年度）
（いつまでに）具体的な取組内容 所管課 目標値・成果

職員
提案

一次
継承

10

ア → → → → →
平成２７年度目標
口座振替率：８０．０％

●

イ → → → → → 単価・工法の見直し

ウ △ ○ ◎ ⇒ ⇒ 業務委託の見直し ●

11

ア → → → → →
平成２７年度目標
一般病床利用率：８３．
０％

●

イ → → → → → 委託料・材料費の見直し ●

ウ → → → → → 業務委託の見直し ●

12

ア → → → → →
平成２７年度目標
ジェネリック医薬品利用
率：３０％

●

13 → → → → →
歳出削減見込額
合計：5,500万円

● ●

14 △ △ ○ ○ ○
公費負担制度の適正な運用
等

15 △ ○
民間アイデアの取り入れに
よる内容の充実

16 → → → ◎ ⇒
歳出削減見込額
合計：60万円

●

17 → → → → → 歳出削減

18 → → → → →

光熱水費の抑制
平成２７年度目標：平成２
２年度比５％削減
歳出削減見込額
合計：480万円

● ●

特別会計の健全
経営（国民健康
保険事業）

業務委託の入札を推進する
など定期的な見直し行う。

市立病院

ジェネリック医薬品利用促
進パンフレット及び希望
カードを配付するととも
に、ジェネリック医薬品差
額通知の実施により切り替
えを促し、医療費の適正化
を図る。

国保ねんきん
課

医療費の適
正化

中期経営計画に
基づく経営改善
（水道事業）

民間委託

収益増加

中期経営計画に
基づく経営改善
（病院事業）

水道局

料金口座振替を推進すると
ともに滞納整理を強化し、
利用者の公平負担と事業の
安定運営を確保する。

医師充足率の向上や市立病
院協力医システム等の活用
により、患者数の増加を図
る。

経費節減
委託料や材料費の見直しを
行い経費の削減を図る。

市立病院

市立病院

民間委託
検針、収納、開閉栓業務の
包括委託を検討する。

水道局

収益増加 水道局

光熱水費の節減
全庁的に省エネを啓発し、
電気、ガス、水道使用の抑
制に努める。

財政課

行政評価システムを活用し
ながら、必要性・費用対効
果・費用負担等のあり方に
ついて検証し、整理・合理
化を図る。

議会事務局

環境課
全課

八代ブランドご
ろよか課

選挙管理委員
会事務局

行政改革課

観光パンフレッ
ト類の整理

八代の魅力をよりわかりや
すく発信するため、民間団
体等のアイデアも取り入れ
ながら、観光振興計画に
沿ったパンフレットの再整
理・作成を行う。

観光振興課

出力機器の統合

複合機器やプリンタ、ＦＡ
Ｘなどの出力機器を統合す
ることにより、事務の効率
化及び経費の削減を行う。

補助金の見直し

情報政策課

行政改革課

印刷製本費の削
減

印刷物の内容を精査し、外
部印刷から内部印刷への切
替えを推進する。

経費節減

単価や工法の継続的見直し
により、建設事業費の節減
及び維持管理費の抑制を図
る。

市議・市長選挙における公
費負担制度を見直す。

全課

関係課

財政課
関係課

選挙運動の公費
負担制度の見直
し

- 13 -
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改革の柱2 組織力の向上　戦略3 組織戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

組織戦略【市民に分かりやすく、かつ成果を上げる組織】

①簡素で効率的な行政組織の確立

1 → → → → →
行政課題等への効率的かつ
効果的な対応、組織のスリ
ム化

● ●

2 △ ○ ○ ○ ○
効率的・流動的な組織の構
築

● ●

3 △ △ △ △ ◎ 組織スリム化・効率化

②市長部局と教育委員会との役割分担の見直し

1 ◎
一体的行政運営の確保、市
民満足度の向上、地域活性
化

2 ◎
一体的行政運営の確保、市
民満足度の向上、地域活性
化

3 △ △ △ △ ◎ 一体的行政運営の確保

4 △ △ △ ◎ 一体的行政運営の確保

5 △ △ △ ◎ 一体的行政運営の確保

③支所の見直し

1 △ △ ○ ◎
簡素で効率的な組織体制の
構築

● ●

行政改革課 人財育成課

人財育成課
グループ制導入
の検討

定員適正化を推進すること
から、市民サービスを低下
させず、新たな行政課題へ
の対応可能な組織を構築す
る。

行政改革課

関連課

組織機構の見直
し

行政課題や重点事業等にス
ピード感を持って対応する
ため、スリム化・効率化の
観点から、必要に応じて随
時、組織機構を見直す。

行政改革課

市民活動支援
課
行政改革課

行政改革課

行政改革課

関係課
各支所

行政改革課

（仮称）総合窓
口課設置の検討

窓口事務・地域固有事務に
特化した組織再編に向けた
検討を行う。

行政改革課

図書館の移管
生涯学習部門の移管の状況
にあわせて市長部局への移
管を検討する。

博物館の移管
生涯学習部門の移管の状況
にあわせて市長部局への移
管を検討する。

支所の組織については、これまでの支所組織再編の経緯を踏まえるとともに、現在の地域振興・地域防災の確保にも配慮しながら、窓口業務、本庁
との伝達業務を主とする機能に見直す検討を行います。

博物館

図書館

出張所の見直し

生涯学習部門
（公民館）の移
管

住民自治の進展にあわせて
公民館を市長部局へ移管す
る

生涯学習課

スポーツ振興部
門の移管

スポーツ振興に関する事務
を地方教育行政の組織及び
運営に関する法律第２４条
の２第１項の規定に基づ
き、市長部局において管
理、執行する。

いきいきスポー
ツ課

目標値・成果
一次
継承

市民満足度の向上や地域活性化に寄与するとともに、「住民自治によるまちづくり」や「文化・スポーツによるまちづくり」等を全市的に推進して
いくため、市長部局と教育委員会との役割分担を見直し、より効果の得られる体制づくりを検討します。

文化振興部門の
移管

文化振興に関する事務を地
方教育行政の組織及び運営
に関する法律第２４条の２
第１項の規定に基づき、市
長部局において管理、執行
する。

文化まちづくり
課

行政改革課
関係課

市民活動支援
課

社会環境の変化や「住民自
治によるまちづくり」の推
進状況に対応した出張所の
あり方を検討する。

戦
略

重
点
項
目

取組項目
職員
提案

市民に分かりやすい簡素で効率的な行政組織の確立を目指すとともに、新たな行政課題に的確かつ柔軟に対応できる仕組みを構築するため、職員の
効率的活用と組織のフラット化を目的としたグループ制の導入を検討します。

具体的な取組内容 所管課

実施スケジュール（年度）
（いつまでに）
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[△]:調査、検討、準備　　[○]:一部実施、試行　　[◎]:実施、達成、終了　　[⇒]:実施後、引き続き推進　　[→]:計画前から継続して推進



改革の柱2 組織力の向上　戦略4 人財戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

人財戦略【市民とともに未来を描きチャレンジする職員の育成】

①職場環境の整備

1

ア △ ◎
効率的かつ効果的な市民
サービスの提供

イ → → → → →
効率的かつ効果的な市民
サービスの提供

2

ア → → → → → 学習的職場環境の整備

イ → → → → → 学習的職場環境の整備

3

ア → → → → → 働きやすい職場環境の整備

イ → → → → → 働きやすい職場環境の整備

ウ → → → → → 働きやすい職場環境の整備

②職員研修の充実

1

ア → → → → → 職員の意識改革

イ → → → → → 意識改革による資質の向上

全課

全課（全職員）

職員
提案

職場は職員が仕事を通じて自らの能力・意欲を発揮する場であると同時に、能力を開発する場でもあります。職場における様々な場面を人財育成の
場として捉え、やりがいを実感でき、職員のやる気が高まるような環境、すなわち人が育ちやすい職場環境・組織体制を整備する必要があります。
そこで、今後は市民の目線に立ち職務を行うとともに、業務内外を問わずコミュニケーションを活発に行い、さらには職員間の情報の共有化を図
り、協力体制の強化を推進していきます。

自己啓発活動の
支援

職員研修は、すべての能力開発の基礎に位置づけられ、本市の人財育成の中心となるものであり、職務上必要とされる知識・技能を、職員に効率的
かつ体系的に修得させることで、職員の持つ潜在能力を引き出し、組織力の向上につなげるものです。
このようなことから、職員研修を積極的に展開し、職員の資質向上や意識改革などに取り組み、真に求められる質の高い市民サービスを提供できる
『人財』を育成します。

人財育成課

コミュニ
ティ活動へ
の積極的な
参加

働きやすい職場
環境づくり

朝礼の励行

各職場での朝礼（あいさつ
の唱和等）を励行すること
で、職場のチームワークを
高める。

人財育成課

地域活動やボランティア活
動に積極的に参加し、市民
感覚の向上を図る。

人財育成課

戦
略

重
点
項
目

市民目線を育む
職場環境づくり

学習的職場環境
づくり

市民からの
意見の収集

市民アンケート等の実施に
より、意見を集約し、市民
サービスの向上に反映させ
る。

具体的な取組内容 所管課

実施スケジュール（年度）
（いつまでに） 目標値・成果関連課

一次
継承

職場内研修
の推進

管理監督職を中心として、
自由に提案や意見を出しや
すい雰囲気づくりを行い、
ＯＪＴや職場内研修を活発
化し、職員の意識改革を促
し、学習意欲を引き出す。

人財育成課 全課

職場課題の
共通認識

職場の目標や課題に関する
情報を共有し、職場の一体
感を醸成します。

人財育成課 全課

職場ミーティング等を通
じ、互いに理解しあい、協
力して仕事ができる職場づ
くりを推進する。

人財育成課 全課

問題行動の
未然防止

問題行動の未然防止の観点
から、定期的な庁内アン
ケートの実施や周知・啓発
を繰り返し行うとともに、
相談体制の充実を図る。

人財育成課

職場でのコ
ミュニケー
ションの推
進

自己啓発の
きっかけづ
くり

他の地方公共団体や民間企
業の職員などとの情報交換
や交流を促進し、地域活動
への参加を促す。

人財育成課 全課（全職員）

自己啓発に
取り組みや
すい環境づ
くり

自己啓発の支援をするため
の各種支援制度の整備、通
信教育の紹介・助成、研修
成果発表の場の提供などを
行う。

人財育成課 全課

取組項目

- 15 -

[△]:調査、検討、準備　　[○]:一部実施、試行　　[◎]:実施、達成、終了　　[⇒]:実施後、引き続き推進　　[→]:計画前から継続して推進



改革の柱2 組織力の向上　戦略4 人財戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

職員
提案

戦
略

重
点
項
目

具体的な取組内容 所管課

実施スケジュール（年度）
（いつまでに） 目標値・成果関連課

一次
継承

取組項目

2

ア → → → → →
資質向上による組織力の向
上

● ●

イ → → → → →
資質向上による組織力の向
上

● ●

3

ア → → → → →
能力開発による業務効率の
向上

●

イ → → → → →
能力開発による業務効率の
向上

●

ウ → → → → →
能力開発による業務効率の
向上

●

エ ◎ ⇒
若手職員による地域課題の
解決

③人事制度の整備

1

ア ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 多様な人財の確保

イ ◎ ⇒ ⇒ ⇒ ⇒ 多様な人財の確保

2

ア △ △ ○ ○ ◎ 職員の意欲の維持・向上

イ △ △ ○ ○ ◎ 職員の意欲の維持・向上 ● ●

人財育成を効果的に推進するためには、業務に対する職員の意欲向上がカギとなります。人事制度は職員の意欲の維持・向上に大きく影響すること
から、職員の適性や能力、さらには業務上の成果などを的確に把握し、適切に運用する必要があります。
そこで、人事異動や昇任制度、人事考課制度の検討・充実を図り、職員のやる気を引き出すとともに、将来を担う優秀な人財の確保に努めます。

人財育成課

特別研修の
充実

「公務員倫理研修」「人権
啓発研修」「ハラスメント
防止研修」等、時代に即応
した研修を実施する。

人財育成課

優れた人財の採
用

集合研修の充実

階層別研修
の充実

「五家荘自然塾研修」「新
規採用職員研修」等、職階
において必要とされる知
識・技能の修得を目的に実
施する。

公正な評価シス
テムづくり

新たな人事
考課制度の
構築

職員の能力や適性等を適切
に評価し、目標管理制度と
連携して、職員のチャレン
ジ精神や積極性を引き出す
制度の構築を目指す。

人財育成課

考課結果の
有効活用

考課結果を活用し、適切な
指導・育成を図るととも
に、人事処遇等に反映する
制度を検討する。

人財育成課

他の行政機
関への派遣
研修の推進

今後、大幅に移譲が予想さ
れる権限・事務の円滑な対
応や先進的な行政手法の習
得などを目的とし、国・県
等の行政機関への派遣研修
を実施する。

人財育成課 行政改革課

派遣研修の推進

ニーズに対応した多様な人
財の確保のため、採用選考
方法を見直す。

人財育成課

民間企業等
への派遣研
修の推進

経営感覚などの習得を目的
とし、民間企業等への派遣
研修を実施する。

人財育成課

研修施設へ
の派遣研修
の推進

専門的な知識・技能の修得
などを目的とし、市町村職
員中央研修所、自治大学校
等への派遣研修の充実を図
る。

人財育成課

採用試験情
報の発信強
化

資質や能力のある人財を確
保するため、試験情報のＰ
Ｒを強化する。

人財育成課

採用選考方
法の見直し

地域づくり
ワーキング
活動の実施

市（１０名）と県地域振興
局（４名）の若手職員が２
班に分かれて、地域課題の
解決のための方策の策定・
実施に２カ年で取り組む。

企画政策課 人財育成課
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[△]:調査、検討、準備　　[○]:一部実施、試行　　[◎]:実施、達成、終了　　[⇒]:実施後、引き続き推進　　[→]:計画前から継続して推進



改革の柱2 組織力の向上　戦略4 人財戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

職員
提案

戦
略

重
点
項
目

具体的な取組内容 所管課

実施スケジュール（年度）
（いつまでに） 目標値・成果関連課

一次
継承

取組項目

3

ア → → → → →
職員の適性の把握及び能力
の開発・活用

イ → → → → →
職員の適性の把握及び能力
の開発・活用

● ●

ウ → → → → →
職員の適性の把握及び能力
の開発・活用

4

ア → → → → →
職員の能力の活用による組
織力の向上

イ △ △
職員の能力の活用による組
織力の向上

ウ △ △
職員の能力の活用による組
織力の向上

人と職場を活か
す昇任管理

自己申告制
度の活用

人事異動に関する職員の意
向を踏まえ、適材適所の人
事配置など、自己申告制度
の活用を図る。

人財育成課

関係課

ジョブロー
テーション
の確立

人財育成課

職種間交流
の推進

より広い視野・経験を持っ
た人財を育成するため、職
種にとらわれない柔軟な配
置や職種間交流を推進す
る。

人財育成課

人を育てる人事
配置

能力や適性、勤務の実態等
を適正に評価し、男女問わ
ず幅広い世代から、人財の
登用を図る。

人財育成課

昇任資格試
験の見直し

係長職昇任資格試験の内容
について見直しを図るとと
もに、選考による昇任制度
も検討する。

人財育成課

年齢・性別にとらわれず、
ジョブローテーションを行
うことで、幅広い知識・経
験を身につけさせるととも
に、自らの適性を活かした
キャリアビジョンの形成を
促す。

希望降任制
度の検討

諸事情により職責を果たせ
ない場合等に、本人の希望
により降任できる制度を検
討する。

人財育成課

公平公正な
人財の登用
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[△]:調査、検討、準備　　[○]:一部実施、試行　　[◎]:実施、達成、終了　　[⇒]:実施後、引き続き推進　　[→]:計画前から継続して推進



改革の柱3 地域力の向上　戦略5 協働戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

協働戦略【情報の共有と市民協働の推進】

①情報公開の推進

1

ア △ △ ◎ ⇒ ⇒
説明責任の向上、市民の理
解と信頼の確保

●

イ ○ ◎ ⇒ ⇒
説明責任の向上、市民の理
解と信頼の確保

●

ウ → → → → →
説明責任の向上、市民の理
解と信頼の確保

●

エ → → → → →
説明責任の向上、市民の理
解と信頼の確保

●

オ △ △ ◎ ⇒ ⇒
説明責任の向上、市民の理
解と信頼の確保

●

カ → → → → →
公正で開かれた市政運営、
市民の理解と信頼の確保

●

キ ◎ ⇒ ⇒
サービスの向上、市民の理
解と信頼の確保

2 △ △ 広聴機会の拡充 ●

3 → → → → →
透明性の向上、市民の市政
への参画促進

●

4 → → → → →
市民の声の市政への反映、
市民サービスの向上

● ●

5 △ ◎ ⇒ ⇒
市民参加による広報紙・Ｈ
Ｐの閲覧率の向上

関連課
一次
継承

財政状況の
公表

市議会情報
の充実

審議会等の
会議の公開
及び結果の
公表

市の政策形成に関する審議
の過程を公開する。

職員
提案

市民参加の行財政運営の実現や行財政改革を推進していく上で必要不可欠となる市民の理解と信頼、協力を確保するとともに市民への説明責任を果
たすために、財政状況をはじめとする行政情報を積極的に分かりやすく提供します。
また、市報やホームページなどあらゆる情報手段を活用して市民との情報共有化を図り、市民の関心を高め、市民と行政の協働意識を向上させるよ
う努めます。

指定管理者
評価結果の
公表

寄せられた意見等の反映状
況を分野別・種類別に集計
するとともに、改善・改良
事例を市報・ホームページ
に掲載する等、一層の充実
を図る。

市民カメラマン
の活用

市民が撮影した写真をフォ
トライブラリーに登録して
もらい、広報紙やHPに素材
として活用していく。

広報広聴課

関係課

行政改革課 関係課

行政情報の積極
的な提供

市長への手紙の
充実

市職員の給与と人事管理の
状況を分かりやすく公表す
る。

関係課

具体的な取組内容

市民の生活に関係の深い施
策予算の内容や決算状況な
ど、情報の充実を図る。

議会事務局

指定管理者が実施している
公の施設の管理運営状況に
ついて、検証を行い、その
結果を公表するとともに管
理運営に反映していく。

行政改革課

議会広報委員会において検
討しホームページの掲載内
容を充実する。

所管課

実施スケジュール（年度）
（いつまでに） 目標値・成果

広報広聴課

パブリックコメ
ントの実施の徹
底

市民に分かりやすく情報を
提供し、意見や提言をもと
に、より透明性の高い行政
運営に努める。

企画政策課

広報広聴課

人財育成課

財政課

財政計画と連動した評価シ
ステムの導入により、市の
政策全般にわたる情報提供
に努める。

企画政策課

戦
略

重
点
項
目

取組項目

評価結果及び予算への反映
状況等を公表する。

行政改革課

総合計画の
進捗状況の
公表

行政評価結
果の公表

人事行政の
運営状況の
公表

市ホームページやＣＡＴＶ
の双方向機能等の情報通信
技術を活用し、気軽に参加
し意見を言えるような広聴
機会を研究する。

効果的な広聴機
会の研究
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改革の柱3 地域力の向上　戦略5 協働戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

関連課
一次
継承

職員
提案

具体的な取組内容 所管課

実施スケジュール（年度）
（いつまでに） 目標値・成果

戦
略

重
点
項
目

取組項目

6 → → → → →
市民のまちづくりへの参加
意識の醸成

●

7 → → → → →
市民の市政への参画促進、
協働によるまちづくり

●

②市から地域への権限と財源の移譲

1 △ △ △ △ △
市民と行政の役割と責任の
明確化

●

2 ○ ○ ○ ○ ◎ 全校区に設置 ●

3 △ ○ ○ ○ ◎
地域主体のまちづくりの推
進・地域活性化

4 △ △ △ △ ○
地域活性化・地域と市民活
動の連携強化

5 ○ ○ ○ ○ ◎
地域主体のまちづくりの推
進、地域活性化・地域と市
民活動の連携強化

6

ア △ △ ○ ○ ◎
市民協働への理解の形成
市民のまちづくりへの参加
意識の醸成

イ △ ◎ ⇒ ⇒ ⇒
市民協働への理解の形成
市民のまちづくりへの参加
意識の醸成

7 ○ ○ ○ ○ ◎
地域課題の把握・地域への
情報提供

③ＮＰＯ等の支援

1 △ ◎
市民活動のより一層の活発
化

市民提案型
協働事業

地域の課題について、市民
からの提案を募集し、市民
と市がともに「公共サービ
ス」の担い手となり、協働
してその解決に取り組む
「市民提案型協働事業」を
展開する。

関係課
行政提案型
協働事業

まちづくり担当
職員の配置

住民自治を推進する地域
コーディネーターを配置
し、住民主体のまちづくり
を側面から支援していく。
さらに、地域アドバイザー
を配置し、指導・助言を行
なう。

市民活動支援
課

関係課

住民自治支援組
織の整備

地域に権限を移譲した方がより地域の発展につながる業務については、権限と財源を地域に移譲する「地域内分権」を推進し、多様な実施主体によ
る公共サービスの提供体制の確立を目指します。

地域への支援（人的・財政
的支援）を見直すととも
に、活力ある地域づくりを
推進する。

地域協議会の設
置

地域活動拠点の
環境整備

ＮＰＯ法人やボランティア団体の立ち上げ及び運営に関する総合的な相談の受付、情報の提供などにより、市民の自主的・自発的な活動を支援し、
行政との協働を推進します。

市民協働事業提
案制度の創設

市が実施している事業を公
表し、広く募集を行い、提
案された事業について積極
的に事務移譲を図るため
「行政提案型協働事業」を
展開する。

市民活動支援
課

広報広聴課

まちづくりの基本的な考え
方やルールについて示す自
治基本条例の制定にあたっ
ては、十分な時間をかけ市
民参画を得ながら制定を目
指す。

生涯学習課

住民自治を支援する市の組
織を整備する。（コミュニ
ティ総合窓口の整備）

市民活動支援
課

行政改革課

関係課

関係課

市民活動支援
課

市民活動支援
課

市民活動支援
課

市民活動支援
課

地域協議会への
支援

市民活動を促進していくに
あたっての基本的な考え方
と具体的な施策の方向性を
示す指針を策定する。

審議会等の委員
公募

行政サービスの直接の受け
手である市民の視点・意見
を反映させるため審議会等
の委員公募を推進する。

行政改革課

地域協議会の活動を行うた
め、公民館等の市有施設を
地域活動拠点施設として位
置付け、指定管理者制度の
導入を目指す。

（仮称）市民活
動支援指針の策
定

出前講座の内容を充実させ
ていくとともに、更なる利
用促進を図る。

まちづくり出前
講座の内容充実

（仮称）自治基
本条例の制定

市民活動支援
課

関係課

人財育成課
生涯学習課

市民活動支援
課

生涯学習課

住民自治によるまちづくり
を推進していくため「地域
協議会」を設置する。
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[△]:調査、検討、準備　　[○]:一部実施、試行　　[◎]:実施、達成、終了　　[⇒]:実施後、引き続き推進　　[→]:計画前から継続して推進



改革の柱3 地域力の向上　戦略5 協働戦略

Ⅱ　実施計画の取組内容

H23 H24 H25 H26 H27

関連課
一次
継承

職員
提案

具体的な取組内容 所管課

実施スケジュール（年度）
（いつまでに） 目標値・成果

戦
略

重
点
項
目

取組項目

2 ○ ◎ ⇒ ⇒ ⇒
地域の組織力、活動力の強
化

3 → → → → →
地域防災力の強化
平成２７年度目標数：組織
率８０％

●

4 → → → → →
地域防災力の強化
平成２７年度目標数：２０
事業所

結成の働きかけや説明会の
開催により組織結成を促進
する。

防災安全課

防災協力事業所
制度等の積極的
な活用

登録事業所等が保有する資
源(技術等)を把握し、市と
地域が連携した防災体制の
構築を促進する。

防災安全課

自主防災組織の
拡充

市民活動支援
課

ＮＰＯ等支援体
制の強化

ＮＰＯ法人やボランティア
団体を支援する市の推進体
制の強化を図る。

行政改革課
関係課
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Ⅲ 改革の推進 

 

 

１ 実施期間 

  この実施計画の実施期間は、第一次実施計画から引き継いだ取組項目について、

継続した取組を行なっていることから、第一次実施計画終了後の平成２３年４月

から平成２８年３月までとします。 

また、行財政改革の実施状況や市を取り巻く社会情勢の変化に対応するため、

内容を適宜変更するなどローリング方式により改革を推進します。 

なお、実施計画に盛り込んでいないものについても、改革の必要性に応じ、新

たに盛り込み、対応していきます。 

 

２ 推進体制 

市長を本部長とする八代市行財政改革推進本部を中心として全庁的体制で取

り組みます。また、各部門(現場)での取り組みを確実なものにするため、行財政

改革推進責任者と行財政改革推進員を置き、職員の改革意識と当事者意識のもと、

職員が自主的・主体的に行財政改革に参加する体制とします。 

 

３ 進行管理及び公表 

  この実施計画の実施状況については、毎年度、所管課が検証及び評価し、市長

を本部長とする行財政改革推進本部において、定期的に進行管理を行います。 

  また、進行管理結果については、積極的に市民に公表するとともに、八代市行

財政改革推進委員会や市議会等に報告し、ご意見をいただきながら行財政改革を

推進していきます。 

  ご意見やご提案については、この実施計画の見直しに反映することとし、より

実効性の高い行財政改革とします。 
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行財政改革推進体制図 
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笑顔 de“あいさつ”日本一運動 

八代市企画戦略部行政改革課 

＾ 〒866-8601 八代市松江城町 1番 25号 

 TEL:0965-32-4711   FAX:0965-32-8944 

 E-mail: gyokaku@city.yatsushiro.lg.jp 

 


